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１．改正項目



施行令・算定政令 主要改正項目
１．国民健康保険料の算定方法に関する改正

○ 後期高齢者支援金等賦課額の創設

○ 基礎賦課額の算定方法の改正（前期高齢者納付金等の納付に要する費用等に関する改正）

○ その他（２割軽減の職権適用）

２．後期高齢者医療制度の創設に伴う、国民健康保険の保険料における軽減措置

○ 世帯別平等割額半額世帯に関する軽減制度

○ 保険料軽減の算定基準となる所得の判定単位に関する見直し

○ 後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保被保険者となる元被用者保険被扶養者に対する保険料減免

３．７０歳以上の現役並み所得者の判定及び高額療養費の所得区分の判定

○ 平成２０年４月～７月の経過措置 ○ 平成２０年８月～平成２２年７月の経過措置

４．国民健康保険料の特別徴収に関する改正

５．高額療養費の自己負担限度額の見直し （各制度共通）

６．高額医療・高額介護合算療養費制度の創設に関する改正 （各制度共通）

７．後期高齢者医療制度及び前期高齢者の財政調整制度の創設に伴う所要の改正

○ 国保組合の積立金の算定

○ 事務費負担金、療養給付費等負担金、調整交付金、都道府県調整交付金、保険財政共同安定化事業交付金、高
額医療費共同事業交付金等の算定

８．退職者医療制度の廃止に伴う経過措置

○ 国保運営協議会の被用者保険等保険者代表委員に関する経過措置

○ 退職被保険者等に係る保険料の算定及び療養給付費等交付金、療養給付費等拠出金に関する経過措置

９．病床転換支援金の納付に要する費用の負担に関する経過措置

○ 保険料等に関する読替規定 ○ 国庫負担、療養給付費等拠出金等に関する読替規定

１０．老人保健拠出金の精算に関する経過措置

１１．その他

○ 特定健診等費用に係る国庫負担金



関係省令 主要改正項目

１．国民健康保険料の特別徴収に関する改正

２．高額医療・高額介護合算療養費制度の創設に関する改正 （各制度共通）

３．後期高齢者医療制度及び前期高齢者の財政調整制度の創設に伴う所要の改正

○ 事務費負担金、療養給付費等負担金、調整交付金、都道府県調整交付金、保険財政共同安定化事業交付金、高
額医療費共同事業交付金等の算定に関する改正

○ 市町村の特別会計の事業勘定の歳入歳出項目

○ 後期高齢者となる者に対する資格喪失届の省略 等

４．退職者医療制度の廃止に伴う経過措置

○ 退職者医療制度の廃止に伴う経過措置（読替規定等）

○ 療養給付費等交付金、療養給付費等拠出金に関する経過措置

５．世帯別平等割額半額世帯の軽減等、新たな保険料軽減等の措置に伴う旧国保被保険者に関する手続の整備

○ 旧国保被保険者の資格喪失・資格取得時の世帯主の届出 等

６．その他

○ 老人保健制度の廃止に伴う、老人保健法の規定による医療を受けることができる者に関する手続規定の削除等

○ 被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、標準負担額減額
認定証等各種様式の改正

○ 職員が携帯する証明書様式について、写真、氏名等付記する改正（各制度共通）



２．平成２０年度以降の国民健康保険料関係



国民健康保険料の賦課基準（概要）
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国保保険料算定ワークシート 

 

1. 本ワークシートの目的 

 平成２０年度における国保保険料（一般被保険者分）の賦課総額算出の考

え方を示します。 

 

2. 今後の作業 

 本ワークシートを参考にして、賦課総額を算出後、９月上旬に国保中央会か

ら出される『保険料（税）適正算定マニュアル』を利用し、実際の保険料率、所

得階層別世帯人員別の平均保険料額等を算出していただきたいと考えており

ます。当該マニュアルについては、国保中央会のホームページからダウンロ

ードすることができます。詳細については同ホームページをご覧下さい。 

 

3. ワークシート一覧 

○ 一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定（参考例） 

○ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の算定（参考例） 

○ シート１ 給付費試算（１１ヶ月分）（参考例） 

○ シート２ （老人保健拠出金、特定健診・特定保健指導に要する費用等） 

○ シート３ （保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業拠出金等） 

○ シート３ （参考①～④）（保険財政共同安定化事業基準拠出対象額） 

○ シート４ （前期高齢者交付金） 

○ シート５ （退職被保険者等に係る老人医療費拠出金相当額等） 

○ シート６ （保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業交付金等） 

○ シート７ （後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額等） 

○ シート８ （退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額） 

○ 参考   （参考値の算出方法等） 



保険給付費(食事療養費等含む)　※１ 千円 ｼｰﾄ１の①
前期高齢者交付金に係る事務費拠出金 ※２ 千円 ｼｰﾄ２の①
老人医療費拠出金　※３ 千円 ｼｰﾄ２の②
特定健診・保健指導に要する費用 千円 ｼｰﾄ２の③
その他保健事業に要する費用 千円

保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業拠出金　※４ （注） 千円 ｼｰﾄ３の①
その他事業費　※５ 千円

歳出計　（Ⅰ） 千円

療養給付費等負担金　※６ 千円

調整交付金 千円

都道府県調整交付金 千円

前期高齢者交付金　 千円 ｼｰﾄ４の①
退職被保険者等に係る老人医療費拠出金及び前
期高齢者交付金相当額

千円 ｼｰﾄ５の①

特定健診等に係る国及び都道府県負担金 千円 ｼｰﾄ５の②
一般会計繰入金　※７ 千円

保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業交付金等 ※８ （注） 千円 ｼｰﾄ６の①
その他収入 千円

歳入計　（Ⅱ） 千円

差　引 保険料収納必要額（Ⅰ－Ⅱ） 千円

賦課総額 （保険料収納必要額÷収納予定率） 千円

均等割総額 千円

平等割総額 千円

資産割総額 千円

所得割総額 千円

一般被保険者 人

一般世帯数 世帯

有効総所得金額 千円

均等割 円

平等割 円

資産割 円

所得割 率

※７　基盤安定繰入金以外の法定繰入分

所得割率

資産割率

一般世帯
の状況

※８　保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業交付金等は、保険財政共同安定化事業交付金、高額医
療費共同安定化事業交付金の合算額と国・都道府県の高額医療費共同事業負担金

※５　出産一時金、葬祭費（後期高齢者分は除く）等

保険料率

※６　療養給付費等負担金については、保険給付費から基盤安定繰入金の２分の１に相当する額、前期高齢者
交付金と退職被保険者等に係る前期高齢者交付金を差し引いた額に、34％を乗じた額。

※１　保険給付費は、Ｈ20年３月分とＨ20年４月分～Ｈ2１年２月分（11ヶ月）の合算額

※３　老人医療費拠出金は、Ｈ20年３月分老人医療費拠出金、Ｈ18年度老人医療費拠出金精算金とＨ20年３月
分老人医療費拠出金に係る事務費拠出金の合算額

※４　保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業拠出金は、保険財政共同安定化事業拠出金、高額医療
費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業事務費拠出金と高額医療費共同事業事務費拠出金の合算額

※２　前期高齢者加入率が全保険者の前期高齢者加入率より高い場合は交付金となり、低い場合は納付金とな
る。市町村国保では、ほぼすべてが交付金となるため、納付金に関しては省略

（注）各市町村の保険財政共同安定化事業、高額医療費共同事業の拠出金及び交付金の額については、各都
道府県連合会において、所要の係数等を含め、改めてお示しする予定。（スケジュールについては特別徴収の保
険料算定に必要な時期までにお示しできるよう、現在、国保中央会と調整中）

歳　入

一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定（参考例）

均等割率

平等割率

平成20年度の賦課総額（あらい試算）

歳　出

応能・応益
按分

収納予定率



後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額　※ 千円 ｼｰﾄ７の①
歳出計　（Ⅰ） 千円

療養給付費負担金 千円

調整交付金 千円

都道府県調整交付金 千円

退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額 千円 ｼｰﾄ８の①
一般会計繰入金 千円

その他収入 千円

歳入計　（Ⅱ） 千円

差　引 保険料収納必要額（Ⅰ－Ⅱ） 千円

賦課総額 （保険料収納必要額÷収納予定率） 千円

均等割総額 千円

平等割総額 千円

資産割総額 千円

所得割総額 千円

一般被保険者 人

一般世帯数 世帯

有効総所得金額 千円

均等割 円

平等割 円

資産割 円

所得割 率

※　後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額は、後期高齢者支援金、病床転換支援金と後期高齢者支援
金に係る事務費拠出金の合算額

所得割率

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の算定（参考例）

均等割率

平等割率

資産割率

平成20年度の賦課総額（あらい試算）

歳　出

収納予定率

歳　入

保険料率

応能・応益
按分

一般世帯
の状況



　

区　分 年齢階層 １人当医療費試算 １人当医療費 給付費試算 給付率 １人当給付費 H20/人員 給付費（円） 伸び率（倍）※５ 補正後給付費（円）

０～２歳 Ｈ18年度給付率 ※１

３～６歳
0～2歳１人当医療費×0.51（階
層差）　※２

３割→２割補正

７～64歳
3～69歳１人当医療費－（3～6
＋65～69）　※３

Ｈ18年度給付率 ※１

65～69歳
70～74歳１人当医療費×0.71
（階層差）　※４

Ｈ18年度給付率

70～74歳 １割→２割補正

65～74歳計 再掲

Ａ

平成20年度の給付費試算（11ヶ月分）（参考例）

一　般

Ｈ20年度分給付費（11ヶ月）

Ａ　×　11/12　＝　Ｈ20年度分給付費（11ヶ月）

計

保険給付費　①
＝＋

Ｈ20年３月分給付費

※５  Ｈ19年度からＨ20年度への伸び率は、過去３年の伸び率等を使用する等、各保険者において実績を勘案した伸び率を使用すること。

※２  階層差0.51は、０～２歳から３～６歳を推計するための率。３～６歳の全国平均１人当たり医療費÷０～２歳の全国平均１人当たり医療費で算出。

※４  階層差0.71は、70～74歳から65～69歳を推計するための率。65～69歳の全国平均１人当たり医療費÷70～74歳の全国平均１人当たり医療費で算出。

※１  Ｈ18年度給付率は、Ｈ18年度全体給付費（決算値）÷Ｈ18年度全体医療費（決算値）で算出。

※ Ｈ18年度決算の数値を使用し、負担区分ごと（０～２歳、３～69歳、70～74歳）の全体医療費金額、全体給付費をもとに計算していくことを前提として試算例を示している。

※３  ７～64歳は、３～69歳の総医療費から７歳未満65歳以上の推計医療費を差し引き、人数で割り戻す。

３割負担の３～69歳の給付率の値と１
割負担の70～74歳の給付率の値の平
均値を入力（単純平均値）

２割負担の０～２歳
の給付率を入力

各自治体独自に算出した伸
び率を入力

３～69歳の給付
率を入力



１．前期高齢者交付金に係る事務費拠出金

前期高齢者に係る
事務費拠出金単価（円）

0～74歳の被保険者数（人）
前期高齢者交付金に係る

事務費拠出金（円）

13.7（注１） ①

　注１：Ｈ19年度保険者の拠出金の額の算定に関する諸係数、支払基金事務費単価を代用

２．老人医療費拠出金

Ｈ20年３月分概算老人医療費拠出
金（円）

Ｈ18年度老人医療費拠出精算金
(円）

Ｈ20年３月分老人医療費拠出金
に係る事務費拠出金（円）

老人医療費拠出金（円）

Ａ Ｂ Ｃ ②

（１）Ｈ20年３月分概算老人医療費拠出金分

Ｈ20年３月分概算老人医療費拠出
金（円）

Ａ

（２）Ｈ18年度老人医療費拠出金精算分

Ｈ18年度確定老人医療費拠出金
（円）

Ｈ18年度概算老人医療費拠出金
（円）

Ｈ18年度確定老人医療費拠出金
（円）

Ｈ18年度概算老人医療費拠出金
（円）

調整金額の算定率
Ｈ18年度老人医療費拠出精算金

(円）

0.019766（注２） Ｂ

　注２：Ｈ19年度保険者の拠出金の額の算定に関する諸係数、調整金額の算定率を代用 調整金額

（３）Ｈ20年３月分老人医療費拠出金に係る事務費拠出金

老人医療費拠出金に係る
事務費拠出金単価（円）

総被保険者数（人）
Ｈ20年３月分老人医療費拠出金

に係る事務費拠出金（円）

13.7（注１） Ｃ

３．特定健診・特定保健指導に要する費用

特定健診に要する費用（円）
特定保健指導に要する費用（40

～64歳）（円）
特定保健指導に要する費用（65

～74歳）（円）
特定健診・保健指導に要する費

用（円）

Ａ Ｂ Ｃ ③
（１）特定健診に要する費用

Ｈ20年度単価（円） 健診対象者見込数（人） 受診予定率 給付率 特定健診に要する費用（円）

（40～64歳分） （非課税世帯に属する者） 0．9

（65～74歳分） （課税世帯に属する者） 　 0．7

（２）特定保健指導に要する費用（40～64歳）

Ｈ20年度単価（円）
健診対象者見込数（40～64歳）

（人）
受診予定率 給付率 保健指導対象者率（％） 保健指導実施率

特定保健指導に要する費用（40
～64歳）（円）

動機付け支援 （非課税世帯に属する者） 0．9 0.110

積極的支援 （課税世帯に属する者） 　 0．7 0.152

（３）特定保健指導に要する費用（65～74歳）

Ｈ20年度単価（円）
健診対象者見込数（65～74歳）

（人）
受診予定率 給付率 保健指導対象者率（％） 保健指導実施率

特定保健指導に要する費用（65
～74歳）（円）

（非課税世帯に属する者） 0．9

（課税世帯に属する者） 　 0．7

（凡　例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、全制度を通じて算出される値である。確定値ではなく、平成２０年度予算概算要求時の数値で計算し直し、改めてお示しする予定（９月中旬頃）。

は、各保険者ごとに算出される値。

動機付け支援 0.210

＋ ＋ ＝

× ×××

Ｃ
＝×

×

×

Ｂ
×× ＝×

×

＝

＝×

Ａ

ー

＝

＋ ＝＋

××

＝

一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定・計算式の概要（歳出分）

×

× ×   1/12

ー ＋



１．保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業拠出金

保険財政共同安定化事業拠出金
（円）

高額医療費共同事業拠出金(円）
保険財政共同安定化事業事務費拠

出金(円）
高額医療費共同事業事務費拠出金

(円）
保険財政安定化事業・高額共同事業

拠出金（円）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ①

（１）保険財政共同安定化事業拠出金

 各都道府県内のすべて
の市町村の

ⅱ＋ⅲ＋ⅳ

     　　　　　　　　　　

平成18年度の各月末における0～74
歳の被保険者（65歳未満の退職被保

険者等を除く。）の数の合計数

各都道府県内のすべての市町村の
平成18年度の各月末における0～74
歳の被保険者（65歳未満の退職被保
険者等を除く。）の数の合計数の合計

保険財政共同安定化事業拠出金
（円）

A

※ⅰ～ⅳの算出については、シート３（参考①）、シート３（参考②）を参照

（２）高額医療費共同事業拠出金

 各都道府県内のすべて
の市町村の

ⅵ＋ⅶ＋ⅷ
高額医療費共同事業拠出金(円）

B

※ⅴ～ⅷの算出については、シート３（参考③）、シート３（参考④）を参照
（３）保険財政共同安定化事業事務費拠出金

当該年度における連合会の保険財
政共同安定化事業に関する事務の
処理に要する費用の見込額（円）

平成18年度の各月末における0～74
歳の被保険者（65歳未満の退職被保

険者等を除く。）の数の合計数

各都道府県内のすべての市町村の
平成18年度の各月末における0～74
歳の被保険者（65歳未満の退職被保
険者等を除く。）の数の合計数の合

計

保険財政共同安定化事業事務費拠
出金(円）

C

（４）高額医療費共同事業事務費拠出金

当該年度における連合会の高額医
療費共同事業に関する事務の処理

に要する費用の見込額（円）

平成18年度の各月末における0～74
歳の被保険者（65歳未満の退職被保

険者等を除く。）の数の合計数

各都道府県内のすべての市町村の
平成18年度の各月末における0～74
歳の被保険者（65歳未満の退職被保
険者等を除く。）の数の合計数の合

計

高額医療費共同事業事務費拠出金
(円）

D
（凡　例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、全制度を通じて算出される値である。確定値ではなく、平成２０年度予算概算要求時の数値で計算し直し、改めてお示しする予定（９月中旬頃）。

は、各都道府県連合会において示される値である。

× ÷ ＝

＝

＝

÷＋

×

一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定・計算式の概要（歳出分）

ⅰ

ⅰ

×   1/2 ×

＋ ＋ ＋

÷ ＝×

÷（ⅵ＋ⅶ＋ⅷ）ⅴ

× ×  1/2

※　保険財政共同安定化事業、高額医療費共同事業拠出金の額については、各都道府県連合会において、所要の係数等を含め、改めてお示しする予定。

※　国民健康保険の高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業について、６５歳未満の被保険者の療養の給付等に要する費用の額及び前期高齢被保険者の療養の給付等に要する費用の額
に前期高齢者の財政調整制度を考慮する。

÷（ⅱ＋ⅲ＋ⅳ）

＝



（参考）　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

ⅰ　平成２０年度　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額　

平成20年1月～3月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退職
被保険者等を除く。）に係る療養に係る
費用の額が30万円を超えるものの８万
円から80万円未満の部分の合算額
（円）

－

療養に係る費用の額が30万円を超える
ものの8万円から80万円未満の部分の
65～74歳の被保険者１人当たりの額
（円）（平成19年度）

平成19年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成19年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成19年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成19年度）

＋

平成20年4月～12月の一般被保険者に
係る療養に係る費用の額が30万円を
超えるものの８万円から80万円未満の
部分の合算額（円）

療養に係る費用の額が30万円を超える
ものの8万円から80万円未満の部分の
65～74歳の被保険者１人当たりの額
（円）（平成20年度）

平成20年度の各月末におけ
る一般被保険者数の合計数

（人）

平成20年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成20年度の各月末におけ
る一般被保険者数の合計数

（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成20年度）

0.124

保険財政共同安定化事業
基準拠出対象額（円）

（平成20年度）

ⅰ
ⅱ　平成１６年度　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

平成16年1月～12月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退職
被保険者等を除く。）に係る療養に係る
費用の額が30万円を超えるものの8万
円から80万円未満の部分の合算額
（円）

－

療養に係る費用の額が30万円を超える
ものの8万円から80万円未満の部分の
65～74歳の被保険者１人当たりの額
（円）（平成15年度）

平成15年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成15年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成15年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成15年度）

療養に係る費用の額が30万円を超える
ものの8万円から80万円未満の部分の
65～74歳の被保険者１人当たりの額
（円）（平成16年度）

平成16年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成16年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成16年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成16年度）

保険財政共同安定化事業
基準拠出対象額（円）

（平成16年度）

ⅱ

3/12

9/12×＋ ×

×

× ÷

× × ÷ － ×

  59/100 ＝

－

× × ÷ － × 3/12

＋ × × ÷ － × 9/12

×   59/100 ＝

　※　保険財政共同安定化事業、高額医療費共同事業拠出金の額については、各都道府県連合会において、所要の係数等を含め、改めてお示しする予定。



ⅲ　平成１７年度　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

平成17年1月～12月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退職
被保険者等を除く。）に係る療養に係る
費用の額が30万円を超えるものの8万
円から80万円未満の部分の合算額
（円）

－

療養に係る費用の額が30万円を超える
ものの8万円から80万円未満の部分の
65～74歳の被保険者１人当たりの額
（円）（平成16年度）

平成16年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成16年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成16年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成16年度）

療養に係る費用の額が30万円を超える
ものの8万円から80万円未満の部分の
65～74歳の被保険者１人当たりの額
（円）（平成17年度）

平成17年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成17年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成17年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成17年度）

保険財政共同安定化事業
基準拠出対象額（円）

（平成17年度）

ⅲ

ⅳ　平成１８年度　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

平成18年1月～12月の療養に係る費用
の額が30万円を超えるものの8万円か
ら80万円未満の部分の合算額（円）

－

療養に係る費用の額が30万円を超える
ものの8万円から80万円未満の部分の
65～74歳の被保険者１人当たりの額
（円）（平成17年度）

平成17年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成17年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成17年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成17年度）

療養に係る費用の額が30万円を超える
ものの8万円から80万円未満の部分の
65～74歳の被保険者１人当たりの額
（円）（平成18年度）

平成18年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成18年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成18年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成18年度）

保険財政共同安定化事業
基準拠出対象額（円）

（平成18年度）

ⅳ

9/12

× ×

－

÷ － ×

÷＋ × ×

×   59/100 ＝

× × ÷ －

÷ － ×＋ × ×

× 3/12

× 9/12

3/12

×   59/100 ＝



（参考）　高額医療費共同事業基準拠出対象額

ⅴ　平成２０年度　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

平成20年1月～3月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退職
被保険者等を除く。）に係る療養に係る
費用の額が30万円を超えるものの８万
円から80万円未満の部分の合算額
（円）

療養に係る費用の額が80万円を超える
ものの当該超える部分の65～74歳の被
保険者１人当たりの額（円）（平成19年
度）

平成19年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成19年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成19年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成19年度）

＋ －

平成20年4月～12月の一般被保険者に
係る療養に係る費用の額が30万円を
超えるものの８万円から80万円未満の
部分の合算額（円）

療養に係る費用の額が80万円を超える
ものの当該超える部分の65～74歳の被
保険者１人当たりの額（円）（平成20年
度）

平成20年度の各月末におけ
る一般被保険者数の合計数

（人）

平成20年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成20年度の各月末におけ
る一般被保険者数の合計数

（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成20年度）

0.124

保険財政共同安定化事業
基準拠出対象額（円）

（平成20年度）

ⅴ
ⅵ　平成１６年度　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

平成16年1月～12月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退職
被保険者等を除く。）に係る療養に係る
費用の額が80万円を超えるものの当該
超える部分の額の合算額（円）

－

療養に係る費用の額が80万円を超える
ものの当該超える部分の65～74歳の被
保険者１人当たりの額（円）（平成15年
度）

平成15年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成15年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成15年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成15年度）

療養に係る費用の額が80万円を超える
ものの当該超える部分の65～74歳の被
保険者１人当たりの額（円）（平成16年
度）

平成16年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成16年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成16年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成16年度）

保険財政共同安定化事業
基準拠出対象額（円）

（平成16年度）

ⅵ

9/12－ ×÷＋ × ×

× 3/12× × ÷ －

× × ÷ －

9/12

×   59/100 ＝

× 3/12

＋ × × ÷ － ×

×   59/100 ＝



ⅶ　平成１７年度　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

平成17年1月～12月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退職
被保険者等を除く。）に係る療養に係る
費用の額が80万円を超えるものの当該
超える部分の額の合算額（円）

－

療養に係る費用の額が80万円を超える
ものの当該超える部分の65～74歳の被
保険者１人当たりの額（円）（平成16年
度）

平成16年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成16年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成16年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成16年度）

療養に係る費用の額が80万円を超える
ものの当該超える部分の65～74歳の被
保険者１人当たりの額（円）（平成17年
度）

平成17年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成17年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成17年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成17年度）

保険財政共同安定化事業
基準拠出対象額（円）

（平成17年度）

ⅶ
ⅷ　平成１８年度　保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

平成18年1月～12月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退職
被保険者等を除く。）に係る療養に係る
費用の額が80万円を超えるものの当該
超える部分の額の合算額（円）

－

療養に係る費用の額が80万円を超える
ものの当該超える部分の65～74歳の被
保険者１人当たりの額（円）（平成17年
度）

平成17年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成17年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成17年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成17年度）

療養に係る費用の額が80万円を超える
ものの当該超える部分の65～74歳の被
保険者１人当たりの額（円）（平成18年
度）

平成18年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

平成18年度の各月末におけ
る65～74歳の被保険者数の

合計数（人）

平成18年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成18年度）

保険財政共同安定化事業
基準拠出対象額（円）

（平成18年度）

ⅷ

9/12

× × ÷ － × 3/12

＋ × × ÷ － ×

9/12

× × ÷ － × 3/12

＋ × × ÷ － ×

×   59/100 ＝

×   59/100 ＝



※ ｼｰﾄ４は、平成１９年４月に厚生労働省と相談の上、全国国民健康保険組合協会が示したもの（若干修正が加えてある）を参考までに提供するものです。

１．前期高齢者交付金

前期高齢者１人あたり医療給付
費（円）（注２）

被保険者1人あたり
後期高齢者支援金（円）

被保険者1人あたり
病床転換支援金（円）

0～74歳の被保険者数（人）

40,100 160

65～74歳の被保険者数（人） 0～74歳の被保険者数（人）
全保険者の

前期高齢者加入者率
前期高齢者交付金（円）

0.124 ①

　注１：前期高齢者交付金は、当該保険者の前期高齢者加入率が全保険者の前期高齢者加入率より低い場合は、納付金となる。この場合、「当該保険者と全保険者の前期高齢者加入率の差」の計算式は次のとおり。

全保険者の
前期高齢者加入率

65～74歳の被保険者数（人） 0～74歳の被保険者数（人）

0.124

　注２：当該保険者の前期高齢者一人あたり医療給付費は、全保険者の前期高齢者一人あたり医療給付費に政令で定める率を乗じた額を超える場合には、当該額（以下の計算式）とする。

前期高齢者１人あたり医療給付費
（円）

全保険者の前期高齢者
１人あたり医療給付費（円）

政令で定める率

357,000 1.40（老健制度（H18）での値）

　注３：この他に、持ち出し率（後期支援金と前期納付金が法定給付費等に占める割合）が著しく高い場合の調整が行われる。

（凡　例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、全制度を通じて算出される値である。確定値ではなく、平成２０年度予算概算要求時の数値で計算し直し、改めてお示しする予定（９月中旬頃）。

は、各保険者ごとに算出される値。

一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定・計算式の概要（歳入分）

×÷

×＋ ＋

－  11/12 ＝

前期高齢者加入率（注３）

当該保険者と全保険者の前期高齢者加入率の差（注１）

×

＝ ×

÷－



１．退職被保険者等に係る老人医療費拠出金及び前期高齢者交付金相当額

退職被保険者等に係るＨ20年３
月分老人医療費拠出金相当額

（円）

退職被保険者等に係る老人医
療費拠出精算金相当額（円）

退職被保険者等に係る前期高
齢者交付金相当額（円）

退職被保険者等に係る老人医
療費拠出金及び前期高齢者交

付金相当額（円）

Ａ Ｂ Ｃ ①

（１）老人医療費拠出金分

　①Ｈ20年３月分老人医療費拠出金分

Ｈ20年３月分
老人医療費拠出金（円）

Ｈ19年度退職被保険者等0～74
歳の被保険者数（人）

Ｈ19年度
総被保険者数（人）

退職被保険者等に係るＨ20年３
月分老人医療費拠出金相当額

（円）

Ａ

　②Ｈ18年度老人医療費拠出金精算分

Ｈ18年度についての
確定医療費拠出額（円）

Ｈ18年度についての
概算医療費拠出金額（円）

Ｈ18年度についての
確定医療費拠出額（円）

Ｈ18年度についての
概算医療費拠出金額（円）

調整金額の算定率

0.019766（注１）

　注１：Ｈ19年度保険者の拠出金の額の算定に関する諸係数、調整金額の算定率を代用 調整金額

Ｈ18年度退職被保険者等0～74
歳の被保険者数（人）

Ｈ18年度
総被保険者数（人）

退職被保険者等に係る老人医療費
拠出精算金相当額（円）

Ｂ

（２）前期高齢者交付金分

前期高齢者１人あたり医療給付費
（円）

被保険者1人あたり
後期高齢者支援金（円）

被保険者1人あたり
病床転換支援金（円）

当該保険者の
0～74歳の加入者数（人）

全保険者の
前期高齢者加入者率

40,100 160 0.124

前期高齢者調整対象基準額
当該保険者の退職被保険者等0

～64歳の被保険者数（人）
0～74歳の被保険者数（人）

退職被保険者等に係る前期高齢者
交付金相当額（円）

Ｃ

２．特定健診に係る国及び都道府県負担金

Ｈ20年度補助単価（円） 健診対象者見込数（人） 受診予定率 給付率 国・都道府県負担割合
特定健診に係る国及び都道府県負

担金（円）

（40～64歳分） （非課税世帯に属する者） 0．9

（65～74歳分） （課税世帯に属する者） 　 0．7

（凡　例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、全制度を通じて算出される値である。確定値ではなく、平成２０年度予算概算要求時の数値で計算し直し、改めてお示しする予定（９月中旬頃）。

は、各保険者ごとに算出される値。

＋ ＋

＋

×

× ÷ ＝

÷

×

＋ー ー ×

×

＝

÷ ＝

一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定・計算式の概要（歳入分）

× ×  11/12＋

＝

2/3
＝

②
× × × ×



１．保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業交付金等

保険財政共同安定化事業交付金
（円）

高額医療費共同安定化事業交付金（円）
国・県の高額医療費共同事業負担金

（円）

保険財政安定化事業・高
額共同事業交付金等

（円）

Ａ Ｂ Ｃ ①

（１）保険財政共同安定化事業交付金

平成20年1月～3月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退
職被保険者等を除く。）に係る療養に
係る費用の額が30万円を超えるもの
の８万円から80万円未満の部分の合
算額（円）

療養に係る費用の額が30万円を超えるものの８
万円から80万円未満の部分の65～74歳の被保
険者１人当たりの額（円）（平成19年度）

平成19年度の各月末における0～74歳
の被保険者（65歳未満の退職被保険者

等を除く。）の数の合計数（人）

平成19年度の各月末にお
ける65～74歳の被保険者

数の合計数（人）

平成19年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成19年度）

＋ －

平成20年4月～12月の一般被保険者
に係る療養に係る費用の額が30万円
を超えるものの８万円から80万円未
満の部分の合算額（円）

療養に係る費用の額が30万円を超えるものの８
万円から80万円未満の部分の65～74歳の被保
険者１人当たりの額（円）（平成20年度）

平成20年度の各月末における一般被保
険者数の合計数（人）

平成20年度の各月末にお
ける65～74歳の被保険者

数の合計数（人）

平成20年度の各月末におけ
る一般被保険者数の合計数

（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成20年度）

0.124

保険財政共同安定化事
業交付金（円）

Ａ
（２）高額医療費共同安定化事業交付金

平成20年1月～3月の被保険者（75歳
以上の被保険者及び65歳未満の退
職被保険者等を除く。）に係る療養に
係る費用の額が80万円を超えるもの
の当該超えるの部分の合算額（円）

療養に係る費用の額が80万円を超えるものの当
該超えるの部分の65～74歳の被保険者１人当
たりの額（円）（平成19年度）

平成19年度の各月末における0～74歳
の被保険者（65歳未満の退職被保険者

等を除く。）の数の合計数（人）

平成19年度の各月末にお
ける65～74歳の被保険者

数の合計数（人）

平成19年度の各月末におけ
る0～74歳の被保険者（65歳
未満の退職被保険者等を除

く。）の数の合計数（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成19年度）

＋ －

平成20年4月～12月の一般被保険者
に係る療養に係る費用の額が80万円
を超えるものの当該超える部分の合
算額（円）

療養に係る費用の額が80万円を超えるものの当
該超えるの部分の65～74歳の被保険者１人当
たりの額（円）（平成20年度）

平成20年度の各月末における一般被保
険者数の合計数（人）

平成20年度の各月末にお
ける65～74歳の被保険者

数の合計数（人）

平成20年度の各月末におけ
る一般被保険者数の合計数

（人）

全保険者の
前期高齢者加入割合

（平成20年度）

0.124

高額医療費共同安定化
事業交付金（円）

Ｂ
（３）国・県の高額医療費共同事業負担金

高額医療費共同事業拠出金(円）
国・県の高額医療費共同事業負担金

（円）

シート３・Ｂ Ｃ

（凡　例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、全制度を通じて算出される値である。確定値ではなく、平成２０年度予算概算要求時の数値で計算し直し、改めてお示しする予定（９月中旬頃）。

は、各都道府県連合会において示される値である。

＋ ＝

=

×

×

× ÷

×

×　1/2

＋ ×

× ÷

※　保険財政共同安定化事業、高額医療費共同事業交付金の額については、各都道府県連合会において、所要の係数等を含め、改めてお示しする予定。

＋

× ÷ －

－

  59/100 ＝×

÷ －

一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定・計算式の概要（歳入分）

3/12

9/12＋ × － ×

※　国民健康保険の高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業について、６５歳未満の被保険者の療養の給付等に要する費用の額及び前期高齢被保険者の療養の給付等に要する費用の額に前期高齢者の財政調整
制度を考慮する。

× 9/12×

＝

3/12×

×   59/100



※ ｼｰﾄ７は、平成１９年４月に厚生労働省と相談の上、全国国民健康保険組合協会が示したもの（若干修正が加えてある）を参考までに提供するものです。

１．後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額

後期高齢者支援金（円） 病床転換支援金（円）
後期高齢者支援金に係る事務

費拠出金等(円）
後期高齢者支援金等の納付に

要する費用の額（円）

Ａ Ｂ Ｃ ①

（１）後期高齢者支援金

被保険者1人あたり
後期高齢者支援金（円）

0～74歳の被保険者数（人） 後期高齢者支援金調整率（注１） 後期高齢者支援金（円）

40,100 Ａ

　注１：後期高齢者支援金調整率は、特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標の達成状況等を勘案し、９０／１００～１１０／１００の範囲内で政令で定めるところにより算定される率。

（２）病床転換支援金

被保険者1人あたり
病床転換支援金（円）

0～74歳の被保険者数（人） 病床転換支援金（円）

160 Ｂ

（３）後期高齢者支援金に係る事務費拠出金等

後期高齢者に係る
事務費拠出金単価（円）

0～74歳の被保険者数（人）
後期高齢者支援金に係る事務

費拠出金(円）

13.7（注２） Ｃ

　注２：Ｈ19年度保険者の拠出金の額の算定に関する諸係数、支払基金事務費単価を代用

（凡　例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、全制度を通じて算出される値である。確定値ではなく、平成２０年度予算概算要求時の数値で計算し直し、改めてお示しする予定（９月中旬頃）。

は、各保険者ごとに算出される値。

＋ ＋ ＝
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一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の算定・計算式の概要（歳出分）

× ＝

× ×  11/12



１．退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額

退職被保険者等に係る
後期高齢者支援金相当額（円）

退職被保険者等に係る
病床転換支援金相当額（円）

退職被保険者等に係る
後期高齢者支援金等相当額

（円）

Ａ Ｂ ①

（１）後期高齢者支援金分

被保険者1人あたり
後期高齢者支援金（円）

退職被保険者等被保険者数
（人）

後期高齢者支援金調整率
退職被保険者等に係る

後期高齢者支援金相当額（円）

40,100 Ａ

（２）病床転換支援金分

被保険者1人あたり
病床転換支援金（円）

退職被保険者等被保険者数
（人）

退職被保険者等に係る
病床転換支援金相当額（円）

160 Ｂ

（凡　例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、全制度を通じて算出される値である。確定値ではなく、平成２０年度予算概算要求時の数値で計算し直し、改めてお示しする予定（９月中旬頃）。

は、各保険者ごとに算出される値。

　

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の算定・計算式の概要（歳出分）

×
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＝



全制度を通じて算出される値の参考値の算出方法等

加入者一人あたり後期高齢者支援金

　　後期高齢者医療給付費（１０．３兆円）　×　支援金負担率（４４％）　÷　後期高齢者を除く総被保険者数（１１，３００万人）　＝　４０，１００円

　　＊１　後期高齢者医療給付費は、実績の年齢階級別の一人当たり医療費を基に平成２０年度までの伸び率（７０歳以上は年あたり３．２％）を乗じて得た平成２０年度の推計医療費に、制度改正等

　　　　の変化を見込んだ給付率を乗じて平成２０年度の一人当たり給付費を求め、平成２０年度の推定後期高齢者数を乗じて算出した値である。

　　＊２　支援金負担率は、後期高齢者保険料負担率（１０％）及び公費負担率を除く割合であり、公費負担割合は、現役並み所得者以外に５０％、現役並み所得者にはないので、実質公費負担割合は４６％である。

　　＊３　被保険者数は、平成２０年における将来推計人口等を基に、推計している（後期高齢者数、前期高齢者数も同様）。

被保険者一人あたり病床転換支援金

　　事業規模年間約４００億円（厚労省試算）　×　保険者負担割合（１２／２７）　÷　後期高齢者を除く総被保険者数（１１，３００万人）　＝　１６０円

全保険者の前期高齢者加入割合

　　（平成２０年度）　前期高齢者数（１，４００万人）　÷　後期高齢者を除く総被保険者数（１１，３００万人）　＝　０．１２４

　　（注）実際の適用時には、下限割合の設定等に伴う調整係数が乗じられることが想定される。

　　（注）保険者毎に前期高齢者１人当たりの医療給付費に差があり、被保険者割合による調整では均衡が保てない分は、被保険者調整率に一定の補正係数を乗じることとなる。

全保険者の前期高齢者一人あたり医療給付費

　　前期高齢者医療給付費（５．０兆円）　÷　前期高齢者数（１，４００万人）　＝　３５７，０００円

　　＊４　前期高齢者医療給付費は、実績の年齢階級別の一人当たり医療費を基に平成２０年度までの伸び率（７０歳未満は年あたり２．１％）を乗じて、制度改正等による給付率の変化を見込んだ
　　　　平成２０年度の想定前期高齢者数を乗じて算出した値である。

　　

＊１ ＊２ ＊３

＊４



国保
被保険者均等割 後期高齢者医療制度

被保険者均等割

［(35万円×世帯に属する被保険者数)＋33万円］以下 35万円×2名＋33万円 35万円×1名＋33万円２割軽減：

【現行制度】

夫、妻ともに国保

【２０年４月以降】

夫が後期、妻が国保

① 低所得に対する軽減についての配慮

（例）夫婦２人世帯（夫（世帯主）:７５歳以上、妻:７５歳未満）

【２０年４月以降】夫が後期、妻が国保

国保
被保険者均等割

国保
世帯別平等割

国保
被保険者均等割

【現行制度】夫、妻ともに国保

国保
世帯別平等割

後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に７５歳に到達する者が国保
から後期高齢者医療制度に移行すること（以下「国保からの移行」という。）があっても、同じ世帯に属する
国保被保険者の保険料が従前と同程度となるよう、次のような措置を講じます。（制度創設後に７５歳に到達
する場合については、継続的な措置となる。）

① 低所得者に対する軽減についての配慮
軽減を受けている世帯について、国保からの移行により世帯の国保被保険者が減少しても、一定期間、従前

と同様の軽減措置を受けることができるよう、所要の措置を講じます。

② 世帯割で賦課される保険料の軽減について
国保からの移行により単身世帯となる者について、一定期間、世帯割で賦課される保険料を軽減する措置を

講じます。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国保保険料における配慮について（案）後期高齢者医療制度の創設に伴う国保保険料における配慮について（案）

② 世帯割で賦課される保険料の軽減について

（概念図）

２名とする措置を講じます

軽減する措置を講じます

※ 被保険者均等割･･･被保険者１人当たりで賦課される保険料

世帯別平等割･････世帯割で賦課される保険料



１．内容
国保保険料の軽減判定の際に、国保から移行した後期高齢者（以下「旧国保被保険者」という。）の所得及び人数も含めて軽減所得の判

定を行い、国保からの移行により世帯の国保被保険者が減少しても、４年間、従前と同様の軽減措置を受けることができることとする。
具体的には、軽減判定の基準を以下のように改めることとする。

・５割軽減：（旧）33万円＋（24.5万円×世帯主以外の被保険者数）
（新）33万円＋（24.5万円×世帯主以外の被保険者数と世帯主以外の旧国保被保険者数の合算数）

・２割軽減：（旧）33万円＋（35万円×世帯に属する被保険者数）
（新）33万円＋（35万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算数）

２．判定の手続き
賦課期日現在において当該世帯に属する世帯主、被保険者及び旧国保被保険者に係る前年度の総所得金額等及び人数により行うものであ

ること。したがって、年度途中における世帯内の被保険者及び旧国保被保険者の増減を考慮しないものであること。
賦課期日後において世帯主が変更された場合においては、当該日における当該世帯に属する世帯主、被保険者及び旧国保被保険者に係る

前年度の総所得金額等及び人数により行うものであること。

（参考）
○ 旧国保被保険者

旧国保被保険者とは、後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律第５２条の規定により後期高齢者医療の被保険者の
資格を取得した日の属する月以後４年が経過する月までの間であるものに限る。）のうち、次の（ア）及び（イ）に該当する者をいう。
（ア）後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する者
（イ）後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主（以後継続して世帯主である者に

限る。）と当該日以後継続して同一の世帯に属する者（当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して
国民健康保険の世帯主である者）

① 低所得者に対する軽減についての配慮（案）

軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設
後に７５歳に到達する者が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国保被保険者が減少しても、
４年間、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、所要の措置を講じます。（制度創設後に７５歳に到
達する場合については、継続的な措置となる。）



１．内容
基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る世帯割で賦課される保険料（世帯別平等割額）を旧国保被保険者と同一の世帯に属す

る国保単身世帯について半額とする。

２．判定の手続き
賦課期日現在及びに賦課期日後において国保世帯の構成に変更があった際に「旧国保被保険者と同一の世帯に属する国保単身世帯であ

るか」の判定を行うこととする。したがって年度途中における世帯内の旧国保被保険者の増減は考慮しないものであること。

（参考１）
○ 世帯別平等割額の算定方法
①又は②に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ①又は②に定める額であることとする。

① ②に掲げる世帯以外の世帯 世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から旧国保被保険者と同一の世帯に属する被保険者の属
する国保単身世帯（以下「世帯別平等割額半額世帯」という。）の数に二分の一を乗じて得た数を控除
した数で除して得た額

② 世帯別平等割額半額世帯 ①に定める額に二分の一を乗じて得た額

（参考２）（再掲）
○ 旧国保被保険者

旧国保被保険者とは、後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律第５２条の規定により後期高齢者医療の被保険者の
資格を取得した日の属する月以後４年が経過する月までの間であるものに限る。）のうち、次の（ア）及び（イ）に該当する者をいう。
（ア）後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する者
（イ）後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主（以後継続して世帯主である者に

限る。）と当該日以後継続して同一の世帯に属する者（当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して
国民健康保険の世帯主である者）

② 世帯割で賦課される保険料の軽減について（案）

後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に７５歳に到達する者が国保か
ら後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯となる者について、４年間、世帯割で賦課される保険料を
半額にします。 （制度創設後に７５歳に到達する場合については、継続的な措置となる。）



１．内容
市町村の条例減免において、旧被扶養者について以下のような措置を講ずることとする。

《応能保険料》
（ア） 旧被扶養者に係る応能保険料（所得割、資産割）について所得、資産にかかわらず賦課しない。

（なお、世帯の軽減判定の際には、旧被扶養者に係る所得についても判定の対象とする。）

《応益保険料》７割（６割）軽減、５割（４割）軽減に該当する場合を除き、
（イ） 旧被扶養者に係る被保険者均等割を半額とする。
（ウ） 旧被扶養者のみで構成される世帯については、世帯別平等割を半額とする。

２．対象被保険者数（推計）
約７万人

（参考）
○ 旧被扶養者

旧被扶養者とは、国民健康保険の被保険者（国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月の翌月以後２年間を経過する月まで
の間であるものに限る。）のうち、次の①、②及び③に該当する者をいう。

① 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に６５歳以上である者
② 国保の被保険者資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった者
③ 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被

保険者となった場合

③（条例減免） 被扶養者であった者の保険料軽減について（案）

後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に７５歳に到達する者が被用
者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者
（以下「旧被扶養者」という。）について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなか
ったのに対して、国保被保険者となったことで保険料負担をすることになるため、当該被扶養者であった者に
ついて、２年間、後期高齢者医療制度と類似の緩和措置を講ずるもの。（制度創設後に７５歳に到達する場合
については、継続的な措置となる。）



平成１９年

政省令案、告示案 パブリック・コメント開始 （～８月下旬 終了）

９月初め 政省令公布 （保険料算定基準、限度額（料・税）、緩和措置（料のみ）等）、条例参考例送付

11月中旬～
12月中旬

各市町村の１２月議会において、平成２０年度の保険料に係る条例を制定

４月１日～ 施 行

７月末

政省令の原案を市町村に事務連絡

※国保税の緩和措置については、12月中旬の与党税制改正大綱を経て、年度末に地方税法改正として公布される予定

平成２０年

市町村から経由機関に対して特別徴収依頼情報を通知（平成２０年４月分の年金から
の仮徴収に向けたもの）

12/10まで 年金保険者から経由機関を通じて市町村に対し、特別徴収対象者情報を通知

12月中旬～ 市町村において、特別徴収対象者情報と被保険者台帳を突合し、該当する被保険者に
ついて、介護との保険料（税）合算額が年金受給額の１／２を超えるか否かを判定し、
特別徴収対象被保険者を特定

～１月中旬 市町村において、１／２判定後の特別徴収対象被保険者に係るデータ作成

経由機関から年金保険者に対して特別徴収依頼情報を通知（平成２０年４月分の年金
からの仮徴収に向けたもの）

1/18まで

1/31まで

平成２０年４月までの制度改正スケジュール（案）（国保保険料関係）

※緩和措置の対象となる者については、特別徴収対象から除外することを検討中



国民健康保険料の緩和措置に関する賦課方法について（案）

国民健康保険料の緩和措置「低所得者に対する軽減についての配慮」については、制度改
正に伴う影響を未然に緩和するため、申請を待つことなく、当初賦課において軽減の職権適
用をすることが保険料算定基準の基本的な考え方である。

ただし、システム改修等の観点から、どうしても当初賦課において軽減の職権適用が困難
な市町村においては、次のような方法も考えられる。

○ 低所得者に対する軽減についての配慮
① ２割軽減の判定において７５歳以上の擬制世帯主を人数に含めた上で、軽減を職権適用する。

（旧）33万円＋（35万円×世帯に属する被保険者数）
（新）33万円＋（35万円×世帯に属する被保険者数と７５歳以上の世帯主の合算数）

② 子が世帯主の場合など、法令に定める保険料算定基準による軽減対象世帯であるにもかかわらず、①では
軽減の対象とならない世帯については、条例に基づき申請による軽減を行う。

この場合においては、軽減の適用に漏れがないよう、十分な周知を図り、申請勧奨を行う必要がある。

○ 世帯割で賦課される保険料の軽減について
法令上は厳密に世帯別平等割額の算定基準について定義するものの、システム改修等の観点から、法令に定

める世帯別平等割額の算定基準を採用することが困難な市町村においては、半額となる世帯別平等割額の合算
額の見込みを基礎賦課総額及び後期高齢者支援金等賦課総額に含めることで、世帯別平等割額を算出すること
ができる。



国保保険料（税）の特別徴収の導入を任意とする保険者について

国保保険料（税）の年金からの特別徴収については、平成２０年４月若しくは１０月に支給される年金から開始することとし
ているが、被保険者数が少ないことや、すでに１００％に近い収納率を達成しているなど、法令上、 「特別徴収を行うことが

適当でないと認められる市町村」については、現状の普通徴収による体制を維持、一定期間猶予することを可能とし、その
判断基準を示したところ。（詳細については、平成１９年６月１４日付け国民健康保険課事務連絡「特別徴収を任意とする保
険者及び被保険者について」参照）

○「特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村」の○「特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村」の判断基準判断基準

①被保険者数が少ない

・平成１９年４月１日現在の国保全被保険者数が、おおむね１０００人未満（最大でも１,１００人以下）

②収納率が高い ・平成１６～１８年度の平均収納率が９８％以上

③口座振替及び納付組織の実施率が高い

・口座振替率と納付組織率の合計が８５％以上（平成１９年３月３１日現在）

④平成２０年４月以降２年以内に国保システムの入れ替えに伴う大規模改修を行うことが決定しており、その改修前に

特別徴収を実施するためには仮システムの構築が必要な場合（二重コストがかかるため）

【特別徴収に関する法令の規定】
○保険料
「特別徴収･･･の方法による場合を除くほか、普通徴収･･･の方法によらなければならない。」

（平成20年4月施行国民健康保険法第76条の3第1項）

「ただし、当該通知に係る第一号被保険者（「被保険者である世帯主」に読替予定）が少ないことその他の特別の事情があることにより、特
別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。」

（平成20年4月施行国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第135条第1項ただし書き）

○保険税
「特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、特別徴収対象被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別
徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、この限りではない。」

（平成20年4月施行地方税法第706条第2項）



国保保険料（税）の特別徴収を任意とすることができる被保険者について

平成２０年４月若しくは１０月より導入する国保保険料（税）の年金からの特別徴収は、原則、世帯内の国保被保険者全員
が６５歳以上７５歳未満の世帯の世帯主（擬制世帯主を除く。）をその対象とすることとしているが、法令上、「災害その他の
特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令
で定めるもの」については、特別徴収の方法によらず、普通徴収の方法によることを可能とし、その判断基準を示したところ
（詳細については、平成１９年６月１４日付け国民健康保険課事務連絡「特別徴収を任意とする保険者及び被保険者につい
て」参照）

【特別徴収に関する法令の規定】

○保険料

「市町村は、･･･第一号被保険者（「被保険者である世帯主」に読替予定）（災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法に

よって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。･･･）に対して課する当該年度の保険料の全

部（厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部）を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。」

（平成20年4月施行国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第135条第1項）

○保険税

「市町村は、当該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付･･･の支払を受けている年齢六十

五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主（災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険

税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。･･･）である場合においては、当該世帯主に対して課する

国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとする。･･･」

（平成20年4月施行地方税法第706条第2項）



○「○「災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著
しく困難であると認めるものしく困難であると認めるものその他政令で定めるもの」のその他政令で定めるもの」の判断基準判断基準

○制度導入時及び特別徴収対象者判定時

①滞納がなく、口座振替による納付を継続している者で、今後も確実な収納が見込めると判断した場合

②75歳到達まで２年未満である場合であって、普通徴収の方法でも確実な収納が見込まれる場合

○75歳到達年度

75歳到達年度の徴収について、全額普通徴収の方法によるほうが、徴収事務等を円滑に遂行できると判断した

場合

○保険料（税）の増額

年度途中に保険料（税）が増額した場合であって、増額分も含めた当該年度分の保険料（税）全額を普通徴収に

することが適当と市町村が判断した場合

○過年度分滞納がある場合

過年度分保険料（税）に滞納がある者で、現年度分（特別徴収）＋過年度分（普通徴収）という納付が難しいため、

特別徴収によることが適当ではないと市町村が判断した場合

○その他の特別な事情に該当する場合で、特別徴収によることが適当ではないと市町村が判断した場合

※平成２０年４月からの保険料（税）の緩和措置の対象となる者については、平成２０年度に限り、

特別徴収の対象から除外することを検討中。



３．７０歳以上「現役並み所得者」の判定に係る
経過措置について



後期高齢者医療制度の創設による現役並み所得者の判定の経過措置について（案）後期高齢者医療制度の創設による現役並み所得者の判定の経過措置について（案）

７０歳

７５歳 【国 民 健 康 保 険】

＜保険者（市町村等）＞
【被 用 者 保 険】

＜保険者＞

【老人保健制度】

＜市町村＞

課税所得 １４５万円以上 かつ

収入 複数世帯 ５２０万円以上

単身世帯 ３８３万円以上

課税所得 １４５万円以上 かつ
収入 複数世帯 ５２０万円以上

単身世帯 ３８３万円以上

標準報酬月額 ２８万円以上かつ
収入 複数世帯 ５２０万円以上

単身世帯 ３８３万円以上

６５歳

【判定の単位】

後期：実線

国保：二重線

被用者：点線

◎現役並み所得者の判定基準の見直し

○ 現役並み所得者（３割負担）に該当するかどうかについて、現行の国民健康保険制度では、同一世帯に属する７０歳以上の方の被
保険者に係る所得及び収入により判定しています。

○ 今回の改正により、７５歳以上の方については、独立した医療制度を創設することに伴い、後期高齢者となる同一世帯に属する７５歳
以上の方が国保世帯からいなくなり、７０歳～７４歳の国保被保険者のみの所得及び収入により判定することとします。

これにより、一部の方については、新たに現役並み所得者と判定され、１割負担から３割負担となることから、激変緩和のため、平成
２０年８月から平成２２年７月まで、自己負担限度額を一般並み（月額62,100円）に据え置きます。

＜経過措置対象者の要件＞

課税所得１４５万円以上、かつ、年収３８３万円以上の被保険者であって、同一世帯に属する後期高齢者（旧国保被保険者）も含めた年収が５２０万
円未満
※平成２０年７月までは、施行前までになされた判定（公的年金等控除の見直しによる経過措置を含む。）が引き継がれます。

【後期高齢者医療制度】

＜後期高齢者医療広域連合＞

寝たきり
等

寝たきり
等

〔現 行〕

課税所得 １４５万円以上 かつ

収入 複数世帯 ５２０万円以上

単身世帯 ３８３万円以上

【国 民 健 康 保 険】

＜保険者（市町村等）＞

課税所得 １４５万円以上かつ
収入 複数世帯 ５２０万円以上

単身世帯 ３８３万円以上

【被 用 者 保 険】
＜保険者＞

標準報酬月額 ２８万円以上かつ
収入 複数世帯 ５２０万円以上

単身世帯 ３８３万円以上 寝
た
き
り
等

〔改 正 後〕



夫：１割、妻：１割

→ 夫：３割、妻：１割

夫婦収入合算５２０万円

① 妻：３８３万円以上

（課税所得１４５万円以上）

夫：３割、妻：３割

→ 夫：３割、妻：３割

夫：１割、妻：１割

→ 夫：２割、妻：１割

夫：３割、妻：３割

→ 夫：２割、妻：１割

夫
収
入
３
８
３
万
円

１．夫の課税所得が１４５万円以上の場合

２．夫の課税所得が１４５万円未満の場合・・・・・・（３）

妻は１割負担のまま変更なく、夫は２割負担となる。

上段：現行制度

→下段：改正後

現役並み所得者の判定単位の変更による影響（案）

（１）夫３８３万円以上、夫婦５２０万円未満

（３）夫３８３万円未満、夫婦５２０万円未満 （４）夫３８３万円未満、夫婦５２０万円以上

（２）夫３８３万円以上、夫婦５２０万円以上

以上未満

以上

未満

② 妻：３８３万円未満

夫：３割、妻：３割

→ 夫：３割、妻：１割

※ 夫７０～７４歳、妻７５歳以上で、夫の収入が高い場合

20年8月から2年間、自己負担限度額を一般
並みに据え置く経過措置を設ける



後期高齢者医療制度の創設による現役並み所得者の判定単位の変更に伴う経過措置（案）後期高齢者医療制度の創設による現役並み所得者の判定単位の変更に伴う経過措置（案）

現 行

定率負担 １割

自己負担限度額 ４４，４００円

外来限度額 １２，０００円

後期高齢者医療制度の創設により、新たに現役並み所得者に移行する被保険者につい
ては、平成２０年８月から平成２２年７月まで、自己負担限度額を一般並みに据え置く。

＜経過措置対象者＞

課税所得１４５万円以上かつ年収３８３万円以上の被保険者であって、同一世帯に属する後期高齢者（旧国保

被保険者）も含めた年収が５２０万円未満である者

経過措置終了後

３割

８０，１００円＋１％

４４，４００円

経過措置
（H20.8～H22.7）

３割

６２，１００円

２４，６００円

※後期高齢者についても、同様の経過措置を設ける。

※平成２０年７月までは、施行前になされた判定（平成１８年８月からの公的年金等控除の見直しに伴う経過措置
を含む。）を引き継ぐ。

（H22.8～）



高額療養費の所得区分の判定単位についての経過措置

２０．８～２２．７２０．４～２０．７２０．４．１～２０．３

７０歳以上

《７０歳以上》

７０歳以上の国保被保険者

《７０歳未満》

国保被保険者

従前と同じ判定結果

のため判定の必要なし

７０歳以上

（老健と同じ判定結果）

（老健を仮定して判定）

《７０歳以上》

７０～７４歳の国保被保険者＋旧国保被保険者

【現役並み所得者の判定単位
の変更に伴う経過措置】

７０歳以上

後期高齢者医療被保険者

国保被保険者

【現役並み所得者の判定単位
の変更に伴う経過措置】

７０～７４歳の国保被保険者
＋旧国保被保険者

老
人
保
健
制
度

国
民
健
康
保
険

従前と同じ判定結果

のため判定の必要なし

《７０歳未満》
国保被保険者のみ



１．趣旨

平成２０年４月の後期高齢者医療制度の創設により現役並み所得者の判定単位の変更が行われることに伴い、新た
に現役並み所得者になる者の負担を軽減するため、経過措置を講ずる。

２．経過措置（案）
平成２０年８月～平成２２年７月までの２年間、次の要件を満たす者の自己負担限度額を一般に据え置く。

① 所得１４５万円以上の７０～７４歳の単身の被保険者であって、収入３８３万円以上であること
② 世帯内にいる旧国保被保険者も含めた収入が５２０万円未満であること

・ 判定単位の変更に伴い、新たに現役並み所得者となる者のみが経過措置の対象者となる。

・ 本経過措置は、急激な負担増を緩和するため設けるものであるので、負担割合は新制度の基準により３割
とするが、月の負担の上限である自己負担限度額について緩和する措置を設ける。

（平成１８年８月から２年間実施している、公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現
役並み所得者となった７０歳以上の者に対する経過措置と同様｡）

○ 旧国保被保険者（再掲）

旧国保被保険者とは、後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律第５２条の規定により後期高
齢者医療の被保険者の資格を取得した日の属する月以後４年が経過する月までの間であるものに限る。）のうち、次
の（ア）及び（イ）に該当する者をいう。

（ア）後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する者

（イ）後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主と当該日以
後継続して同一の世帯に属する者（当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続
して国民健康保険の世帯主である者）

※ 後期高齢者医療制度の被保険者及び被用者保険の７０歳以上の被保険者についても、類似の経過措置を設けること
とする。

現役並み所得者の判定単位の変更に伴う経過措置（平成２０年８月～平成２２年７月）



高額療養費の所得区分の判定単位について（平成２０年４月～７月）

１．内容

７０歳以上の所得区分の判定について、
① 現役並み→（旧）国保７０歳以上の世帯員全員の課税所得・収入で判定

（新）国保７０歳以上の世帯員及び旧国保被保険者全員の課税所得・収入で判定
※ 次ページ参照

② 低所得Ⅰ→（旧）世帯主及び世帯の被保険者全員が住民税課税対象所得がない場合
（新）世帯主及び世帯の被保険者及び旧国保被保険者全員が住民税課税対象所得

がない場合

③ 低所得Ⅱ→（旧）世帯主及び世帯の被保険者全員が市町村民税非課税の場合
（新）世帯主及び世帯の被保険者及び旧国保被保険者全員が市町村民税非課税の

場合
④ 一般 → ①、②、③以外

とする経過措置を設けることとし、平成２０年３月と同じ範囲の者の所得・収入で判定することと
なるため、世帯主の変更や世帯分割等がない限り、平成２０年４月から７月までの間は国保からの
移行による国保被保険者の所得区分の変更を行わない。

後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に
７５歳に到達する者が国保から後期高齢者医療制度に移行すること（以下「国保か
らの移行」という。）により、国保被保険者の所得区分が変更されるケースが想定
されるが、後期高齢者医療制度の円滑な施行のため、平成２０年４月から７月まで、
後期高齢者医療制度と同様に、従前の所得区分を引き継ぐ経過措置を講ずる。



※ ７０歳以上の国保被保険者に係る所得区分「現役並み所得者」の判定については以下の通り判定する。

（第１段階：課税所得による判定）
（旧）国保７０歳以上の世帯員全員の課税所得で判定（職権）
（新）国保７０歳以上の世帯員及び旧国保被保険者全員の課税所得で判定（職権）

【Ａ】課税所得額１４５万円未満 → ２割（所得区分「一般」）
【Ｂ】課税所得額１４５万円以上

２１３万円未満 → 基準収入額適用申請へ
（申請しなければ、３割・限度額「一般」）

【Ｃ】課税所得額２１３万円以上 → 基準収入額適用申請へ
（申請しなければ、３割・限度額「現役」）

（第２段階：基準収入額適用申請）
（旧）国保７０歳以上の世帯員全員の収入で判定（申請）
（新）国保７０歳以上の世帯員及び旧国保被保険者全員の収入で判定（申請）

【Ｂ】が申請した場合
《旧国保被保険者が世帯内にいない ・３８３万円未満 → ２割

国保７０歳以上単身世帯》 ・３８３万円以上
４８４万円未満 → ３割・限度額「一般」

《複数世帯 ・５２０万円未満 → ２割
（旧国保被保険者と同居する ・５２０万円以上

国保７０歳以上単身世帯を含む。）》 ６２１万円未満 → ３割・限度額「一般」

【Ｃ】が申請した場合
《旧国保被保険者が世帯内にいない ・３８３万円未満 → ２割

国保７０歳以上単身世帯》 ・３８３万円以上
４８４万円未満 → ３割・限度額「一般」

《複数世帯
（旧国保被保険者と同居する ・５２０万円未満 → ２割

国保７０歳以上単身世帯を含む。）》 ・５２０万円以上
６２１万円未満 → ３割・限度額「一般」



４．国民年金の未納者に対する
国保短期被保険者証の活用について



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎ 高齢化の進展とともに、地域経済に占める年金給付のウェイトが高まっており、今後、更なる高齢化の進展を考慮すると、年金

受給権の確保は地域経済の発展のためにも重要な課題。 
 
◎ 現在、介護保険料（１号）の徴収の８０％は年金からの天引き（特別徴収）により行われており、市町村の効率的な事務の実施

に貢献している。さらに、平成２０年度から、新たな高齢者医療制度の保険料や前期高齢者の国保保険料についても、年金から

天引きすることとされており、住民の年金受給権の確保は、このような仕組みが機能するための前提であり、医療保険財政や介

護保険財政の安定的な運営上も不可欠。 

考え方 

国民健康保険（市町村）との連携について 
－国民年金保険料等の未納者に対する国保短期被保険者証の活用－ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
◎ 現在、国保保険料（税）の未納がある場合には、市町村の判断により、国保の短期被保険者証（短期証）を発行することができ

るが、これに加え、国民年金保険料の未納がある場合についても、短期証を発行できることとする。 
 

○ 国保の短期証の仕組みは、市町村の窓口で短期証を発行することを通じて、市町村が保険料未納者との接触の機会を増やし、自主

的な納付などを直接働きかけることを目的として設けられたもの。  
※ 短期証は、通常の被保険者証と比較して有効期限が短いのみで、市町村の窓口で検認・更新を経れば、医療機関においては通常どおり３割の窓

口負担で受診が可能（資格証明書（窓口１０割負担）とは異なる）。短期証の発行によって受診を抑制するものではない。 
 
○ 今回の措置は、国民年金保険料の納付が行われていない住民に対して、短期証の仕組みを通じて、負担能力のない方への免除措置

や、未納者への自主的な納付の働きかけを行い、市町村が住民の年金受給権を確保することができるようにするもの。 
 

○ 今回の措置を実施する市町村に対しては、条件整備として、①未納者からの保険料の受領を可能とする（納付受託機関）、②住民の

未納情報の提供、③住民の納付状況を確認するための情報端末装置の設置、④交付金による財政上の手当、といった措置を講ずる。 

概 要 



 

〈 市町村が保険料を受領できない【現行】 〉 〈 市町村を納付受託機関とする 〉 

②滞納保険
料の納付

③ 領 収 書
の受領 

④滞納保険料分の領収書を
持参して、再度、窓口来訪 

⑤通常の被保険者証の交付 

①国保被保険者証の更新・
検認のための窓口来訪 

 

・保険料免除手続の勧奨 
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※ 市町村を納付受託機関とすることは、 
・ 短期証の発行対象となる国民年金保険料の滞納者が被保険者証の更新等のために窓口を来

訪した際に、滞納保険料をその場で支払うことができるようにするためのもの。 
・ 市町村に国民年金保険料の徴収責任を負わせるものではない。 
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５．市町村国保の特定健診・特定保健指導の
実施体制等について



（制度改正の趣旨）

○ 今回の法改正により、特定健診・特定保健指導が導入されたが、その目的は、外来・入院医
療費の伸びの要因となっている糖尿病・高血圧・高脂血症の発症あるいは重症化や合併症へ
の進行の予防に重点をおいた特定健診・特定保健指導を行うことにより、生涯にわたって、生
活の質を維持向上させることである。

○ したがって、医療保険者として、自らの医療費を分析し、①どのような疾病に医療費がかかっ
ているのか、②どのような疾病で医療費が増えているのか、③被保険者・市町村の抱える健康
課題は何かなどを、分析・把握し、被保険者・地域の抱える健康課題を解決し、医療費の適正
化に結びつけていくという明確な目的意識の下に、特定健診・特定保健指導を実施していくこと
が重要。

（実施体制の構築について）

○ 市町村国保として、どのように実施体制を組むかは、それぞれの市町村の規模、保健所・保
健センター等の組織体制、専門職である保健師等の人数等により異なるものであり（健康局か
ら、国保・衛生一体型、分散配置型、衛生引き受け型、国保引き受け型の類型を提示）、それ
ぞれの市町村で判断していただくべきもの。

市町村国保の特定健診・特定保健指導の実施体制等について



○ 市町村からの情報によれば、次の理由から、現実的な対応として衛生部門で国保としての特定
健診・特定保健指導を実施する体制が検討されるところが多い。

・保健師等の専門職数は限られており、分散配置するより一元管理した方が、業務に柔軟に対応
できる。

・生活習慣病予防対策を効果的に行うためには、特定健診・特定保健指導（ハイリスクアプロー
チ）と、衛生部門が主に担当する健康教育、健康相談、住民組織活動、健康づくりのための環境
整備など（ポピュレーションアプローチ）の連携が不可欠。

・保健指導の企画に当たっては、地域の健康課題等を把握する必要があるが、地域で保健活動
を担ってきた保健師が熟知している。また、保健事業の評価は、ポピュレーションアプローチも含
めた生活習慣病予防対策全体について行うことが必要。

○ 今回の改革の趣旨を踏まえ、まず、国保担当部門において、自らの医療費を分析し、①どのよ
うな疾病に医療費がかかっているのか、②どのような疾病で医療費が増えているのか等の、医
療保険者として明確な問題意識を持つことが必要。その上で、技術的な事項や地域の健康課題
の分析等については、衛生部門との連携・協力を得ながら、双方の部門で問題意識を共有する
ことが重要。

○ 衛生部門で、国保の特定健診等を担うという実施体制を選択するのであれば、国保と しての目

標達成を第一義的に考えることが必要。特定健診実施率・特定保健指導実施率やメタボリックシ
ンドローム該当者・予備群の減少率が低ければ、市町村国保として、後期高齢者支援金が加算
され、地域住民の保険料に上乗せされることにも繋がる。



（被扶養者に対する特定健診・特定保健指導の市町村の対応）

○ 被用者保険の被扶養者については、地域住民としてその便宜を考慮し、従来と同様、できるだ
け身近なところで特定健診・特定保健指導が受けられるようにする必要がある。市町村国保が他
の保険者にかかる被扶養者の特定健診等を実施することは、一般的ではないと考えられるので、
集合契約の成立に向けた準備を円滑に進めるため、市町村は次の取組を行う。

（高齢者医療確保法においても、「保険者は、その加入者の特定健診等の実施に支障がない場合
には、他の保険者の加入者に係る特定健診等を行うことができる」とされている。）

① まず、市町村国保は、被保険者に対する特定健診・特定保健指導の実施体制を早急に固め、
保険者協議会に対して情報提供を行う。

② 次に、支払代行機関（当面、立地する都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部）に以下の
とおり申請を行い、被用者保険代表保険者と委託契約を締結するための環境整備を行う。
・ 既に保険医療機関番号がある自治体病院や国保直診病院等は、特定健診・特定保健指導機関として

届出を行う。

・ それ以外の保健所、保健センター、市町村の衛生部門を実施機関とする場合には、新たな機関番号取得を

行う必要があり、そのための申請を行う。

○ なお、衛生部門が実施機関として被扶養者の特定健診等を受託する場合の実施責任は、被用
者保険保険者にあり、被用者保険保険者に費用請求を行うこととなる。この場合、国保部門は実
施に関する指揮命令等の責任を負うことはなく、費用についても一般会計で受けることになる。

※ 以上のような点について、制度改正に伴う特定健診・特定保健指導の責任の所在の変更、それを前提と
した環境整備の必要性等について、明確な意識を持って、現実的な実施体制を検討することが重要。



６．事業者健診を受けた場合の健診データの
取得等について



事業者健診を受けた場合の健診データの取得等について

① 特定健康診査と事業者健診との関係について

基本的な考え方

・ 高齢者の医療の確保に関する法律（以下「法」という。）において、労働安全衛生法その他の法令に基づく健
康診断が特定健康診査よりも優先されることが定められている。（法第２１条第１項）

・ 特定健康診査は、保険者に義務づけられているが、事業者健診等の実施義務者から、健診データを取

得することで受診義務を免れることとなっている。（法第２０条）

・ 事業者は、保険者から事業者健診データの提供を求められたときは、それに応じなければならないこととされ
ている。（法第２７条第３項）

事業者健診の実施

労働安全衛生法では、常時使用する労働者に対して雇い入れ時に行う健康診断及び１年に１回、定

期健康診断が義務づけられている。この健診結果については、５０人以上の事業所に労働基準監督署へ

の報告が義務づけられており、これらの事業所では実施されていると考える。一方、５０人未満の小規模

な事業所については、事業者健診を実施せず市町村の住民健診を受診している事例もあるものと考えら

れる。

事業者健診のデータを取得することにより、保険者の実施義務が免除されるため、保険者においては、

極力、健診後のデータを取得することが必要である。



② 事業者健診のデータ取得について

事業者健診データの取得については、次のような手順で周知を図りデータを取得する。

１） 被保険者への受診案内の際に、

・ 事業所に勤めており事業者健診を受ける場合は、事業者健診が優先し、特定健診を受診する必

要がないこと

・ 事業者健診を受けた後に、事業主又は本人から市町村に健診データを提出してもらうこと

・ 事業主から健診データを提出してもらう場合は、本人からの提出は必要ないこと

等の内容を通知する。

２） 事業者に対して、

・ 労働安全衛生法において、事業者健診を行う義務があること

・ 事業者健診は、特定健診よりも優先されることとなっているので、事業者健診を行った後、健診

データを直接又は本人から提出してもらうこと

・ 被保険者本人へは特定健診の受診案内を送付する際に、事業者健診を受けた場合のデータ

の提出などについて周知していること

等の内容を通知する。

※ なお、対象者の把握方法については、検討中であるため、方針がまとまり次第連絡することとする。



③ 市町村国保被保険者の適用の適正化

事業者健診のデータ取得に伴う周知等を通じて、法人格があり給与を支払っている国保の被保険者が複
数いる事業所である場合等、被用者保険に加入すべき事業所で適用漏れであると疑いのあるものについては、
社会保険事務所へ連絡する。

社会保険事務所では、これらの事業所について、調査、加入勧奨、職権適用等を行い、適用が行われた場
合に、国保側では、その報告により被保険者資格の喪失処理を行う方向で社会保険庁と検討を行うこととして
いる。



【参考】
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）（抄）

（特定健康診査）

第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加
入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その
結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定のより特定健康診査に関する記録の
送付を受けたときは、この限りでない。

（他の法令に基づく健康診断との関係）

第二十一条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他の法令に基づき行
われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定める
ところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行ったものとする。

２ 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断
を実施する責務を有する者（以下「事業者等」という。）は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することが
できる。この場合において、委託しようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わ
なければならない。

（特定健康診査等に関する記録の提供）

第二十七条 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対
し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを
提供するよう求めることができる。

２ 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところ
により、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関
する記録の写しを提供するよう求めることができる。

３ 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写し
の提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供
しなければならない。



（健康診断）

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康
診断を行わなければならない。

労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）（抄）

（雇入時の健康診断）

第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の
項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を
受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を
証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限り
でない。

（定期健康診断）

第四十四条 事業者は、常時使用する労働者（第四十五条第一項に規定する労働者を除く。）
に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなけれ
ばならない。

（健康診断結果報告）

第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は
第四十八条の健康診断（定期のものに限る。）を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果
報告書（様式第六号）を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【参考】
労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）（抄）



【参考】
国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）（抄）

（被保険者）

第五条 市町村又は特別区（以下単に「市町村」という。）の区域内に住所を有する者は、当
該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

（適用除外）

第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国
民健康保険の被保険者としない。

一 健康保険法の規定による被保険者。

二～十一 （略）

（資料の提供等） ※

第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認
めるときは、被保険者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産もしくは収入の状況又
は国民年金の被保険者の種別の変更につき、郵便局その他の官公署に対し、必要な書類
の閲覧もしくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の期間若しくは被保険者の
雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

※ 市町村国保が税情報を活用して、適用の適正化を図ることができる根拠となる。

（ただし、市町村においては個人情報保護条例との整合性を図る必要が生じる）



【参考】
健康保険法（大正１１年法律第７０号）（抄）

（定義）

第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者を
いう。（略）

２ （略）

３ この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

一 次に掲げる事業の事業所であって、常時５人以上の従業員を使用するもの

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

ロ～タ （略）

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を

使用するもの

４～１０ （略）



７．特定健診・特定保健指導のデータ管理について
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特定健診等データ管理システムの機能（検討中）

業務 処理概要

1. 費用決済処理業務

委託情報管理

点検・資格確認

全国決済処理
県境に在住する被保険者などが自分の所在する県（自県）と異なる場所にて受診した分（他県受診分）の費用
決済も可能とする。その際、国保中央会を通じてデータ交換を行う。国保中央会では、国保連合会間の健診
等費用の請求額と支払額等の相殺処理を行い、相殺結果通知を作成する。

支払代行
健診・保健指導機関から受領した健診・保健指導データより請求・支払額を算定し処理する方法に加え、保
険者から受領した支払代行データに基づき、健診・保健指導機関へ支払代行を可能とする。

2. 共同処理業務

各種統計作成
健診結果・保健指導結果をもとに、各種統計資料（性別・年齢・地区別統計、健診機関別統計、経年比較
統計、水準比較統計等）を作成する。１．実施計画策定支援

業務 実施計画策定のための資料
作成

保健指導等の達成目標値の設定、対象者・委託健診機関把握、健診・保健指導計画策定支援に必要な
資料等を作成する。

受診券等作成

健診データ管理・総括表等
作成

健診データを特定健診記録台帳へ格納し、データの管理とこれを集計した帳票（健診結果通知表、健診結果
総括表、未受診者リスト等）を作成する。

評価・報告
健診・保健指導の結果をもとに評価を行い、帳票（改善状況、目標達成状況）等を作成する。また、社会保険
診療報酬支払基金等へ送付するための健診及び保健指導の事業実績報告を作成する。

４．評価・報告業務

階層化・保健指導対象者
抽出

健診データに階層化処理を行い、保健指導対象者の一覧を作成する。

各保険者が契約した健診・保健指導機関との契約情報を、各保険者から受付け、健診・保健指導機関契約
台帳に格納する。

健診・保健指導機関から受付けた健診・保健指導データについて、健診・保健指導機関契約台帳、被保険者
マスタ情報等を照合し、記載項目の点検と健診受診資格の確認を行い、帳票を作成する。

健診費用・保健指導費用の決済を行い、健診等機関に支払額通知書等を作成するとともに、各保険者への
払込請求書等を作成する。

被保険者マスタから健診対象者を抽出し、受診券・問診票・健診案内を作成する。

抽出された保健指導対象者のデータに基づき、利用券・保健指導参考資料・保健指導案内を作成する。

保健指導データを特定保健指導記録台帳へ格納し、データの管理とこれを集計した帳票（保健指導結果通知
表、保健指導結果総括表、未利用者リスト等）を作成する。

結果をもとに分析・評価等を行い、翌年度以降の計画見直しを行うための基礎資料を作成する。

１．契約情報管理業務

費用決済

２．費用決済業務

２．特定健診業務

利用券等作成

３．特定保健指導業務
保健指導データ管理・総括
表等作成

健診結果等分析



特定健診等データ管理システムの機能（検討中）

業務 処理概要

3. マスタ管理業務

健診等機関マスタ管理

「特定健診・特定保健指導機関届」に記載されている、健診・保健指導機関の名称、所在地等、経営主体、
口座情報等を管理する。保険者より伝送された情報を元に、国保連合会にて健診等機関マスタを作成し、基
本マスタのみを国保中央会に送付する。国保中央会にて、全国版の健診等機関マスタを作成し、そのマスタを
国保連合会が取得する。

被保険者マスタ管理

保険者マスタ管理

金融機関マスタ管理

市町村、国保組合、広域連合の保険者情報を管理する。レセプト電算処理システム、後期高齢者医療請求
支払システムより保険者情報を取得する。

特定健診・特定保健指導の対象である４０歳以上の被保険者情報を管理する。各保険者及び新・共電シス
テム等の請求支払システム、後期高齢者医療事務代行システムより被保険者情報を取得する。

また、異動履歴データの管理も行う。１．マスタ管理業務

全国の金融機関の名称、所在地等の情報を管理する。このマスタについては、国保中央会から国保連合会の
後期高齢者医療請求支払システムへ一括送信することを想定しており、その情報を本システムにも取り込む。



５月

第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期

１月 ２月１１月 １２月４月

第 1四半期

９月

特定健診等データ管理システムの開発スケジュール（案）

６月 ７月 ８月 ３月１０月

平成19年度

基本設計等

詳細設計

開発・試験

総合試験、接続試験

ハード構成検討 ▼調達仕様書提示

国保連合会への説明会開催〔随時〕
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